
江
戸
時
代
中
期
、
堺
の
文
人
の
一
人
・
高
志
養
浩
は
そ
の
著
書
『
全
堺
詳
誌
』
の
「
人
物
総
論
」
の
中
で
、
小
山
朝
一
子
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

紹
介
し
て
い
る
。

小
山
朝
三
ほ
儒
師
な
り
。
予
が
為
に
も
芋
眼
の
親
族
也
。
命
世
の
真
儒
、
抜
群
の
英
オ
と
云
程
に
ほ
至
ら
ね
ど
も
、
此
地
往
古
よ
り
茶

事
連
誹
の
宗
匠
は
数
多
あ
れ
ど
も
儒
門
に
名
を
得
る
者
一
人
も
な
し
。
此
等
の
人
た
ま
／
＼
出
生
あ
る
ほ
誠
に
優
鉢
曇
華
と
謂
べ
し
。

幼
少
に
て
真
言
僧
に
就
て
読
書
し
、
中
年
に
京
都
に
在
て
難
波
黙
庵
に
親
炎
し
、
其
後
東
都
に
入
て
林
学
士
春
斎
の
門
下
に
属
す
。
因

て
其
鴨
薦
を
得
て
対
馬
侯
へ
筵
仕
し
、
韓
客
来
聘
の
時
館
伴
の
員
に
列
せ
り
。
其
著
述
若
子
、
先
兄
芝
巌
是
を
蔵
む
。
貞
享
甲
子
病
て

卒
す
。
（
後
略
）

こ
の
文
を
う
け
て
『
堺
市
史
』
は

由
来
茶
事
連
俳
の
宗
匠
は
輩
出
す
る
が
鴻
儒
を
出
し
た
こ
と
の
な
い
此
地
に
朝
一
ー
ー
を
得
た
の
は
稀
代
の
こ
と
で
、
願
く
は
郷
党
に
止
ま

①
 

っ
て
子
弟
を
教
導
し
、
風
俗
の
湊
漉
を
挽
回
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
ま
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
叙
述
し
て
い
る
が
、
朝
一
ー
ー
は
堺
が
生
ん
だ
数
少
な
い
儒
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

堺
の
儒
学
者
・
小
山
朝
三
に
つ
い
て

泉

澄
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立

身

加

増

貞
享
四
丁
卯
年
迄

と
こ
ろ
で
『
堺
市
史
』
が
第
七
巻
（
別
巻
）
「
人
物
誌
」
に
略
伝
を
の
べ
て
い
る
ほ
か
、

た
も
の
を
私
は
知
ら
な
い
。

江
戸
時
代
、
日
本
•
朝
鮮
間
に
は
国
交
が
あ
り
、
九
回
の
通
信
使
が
来
朝
し
て
い
る
。
元
禄
二
年
、
対
馬
藩
に
つ
か
え
、
以
後
、
朝
鮮
外

交
を
通
し
て
藩
儒
と
し
て
名
を
な
し
た
雨
森
東
五
郎
芳
洲
の
事
蹟
は
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
全
堺
詳
誌
』
の
「
対
馬
侯

に
筵
仕
し
、
韓
客
来
聘
の
時
館
伴
の
員
に
列
せ
り
」
の
一
文
は
、
ま
さ
に
芳
洲
の
先
駆
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
朝
一
ー
ー
の
存
在
は
注
目
に
値
し

よ
う
。以

下
、
本
稿
で
は
、
今
日
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
山
朝
三
の
対
馬
藩
へ
の
仕
候
、
そ
の
間
の
経
緯
な
ど
、
対
馬
宗

家
文
庫
な
ど
に
の
こ
る
若
干
の
史
料
か
ら
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

対
馬
藩
で
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
幕
末
に
至
る
ま
で
詳
細
な
家
臣
奉
公
、
人
事
関
係
記
録
を
の
こ
し
て
い
る
。
宗
家
文
庫
所
蔵
の
、
そ
の

最
初
の
一
冊
の
表
紙
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

寛
永
元
甲
子
年

こ
の
中
に
小
山
朝
一
二
仕
候
の
記
事
が
あ
る
。

frl野
＼
奥
茶
湯
掛
）

延
宝
八
年
庚
申
年
四
月
廿
八
日
小
山
朝
一
―
-
、
今
日
妥
元
二
而
初
而
御
目
見
仕
候
付
、
御
目
見
列
之
儀
朝
一
ー
一
方
5
松
波
を
以
相
尋
候
付

其
段
遂
披
露
候
処
、
奥
二
相
詰
候
医
師
同
前
二
御
目
見
仕
候
様
被
仰
出

新
規
被
召
出

一
番

三
冊
之
内

帰
参

管
見
の
限
り
、

小
山
朝
一
―
―
に
関
し
て
叙
述
さ
れ

- 5 -



御
勘
定
所
大
小
姓
御
扶
持
増
減
帳
ニ

一
、
拾
五
人
扶
持
小
山
朝
三

延
宝
八
庚
申
一
＿
一
月
5
被
成
下

但
三
十
人
扶
持
被
仰
付
候
へ
共
、
十
五
人
扶
持
ハ
江
戸
二
て
渡

此
六
人
扶
持
・
銀
壱
貫
目
、
辛
酉
六
月
廿
五
日
ヵ

□御
国
逗
留
中
計
被
成
下
、
三
十
人
扶
持
ハ
江
戸
二
て
被
成
下

以
上
の
記
事
は
「
朱
書
」
で
上
部
欄
外
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
朝
三
が
江
戸
で
仕
官
し
た
の
で
、
国
元
で
の
ち
に
記
入
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
小
山
朝
一
一
一
が
林
春
斎
の
推
挽
を
う
け
た
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
が
、
『
増
訂
対
馬
島
誌
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
あ
と
、
そ
の
は
じ
め

に
朝
三
を
あ
げ
て
い
る
。

②
 

本
島
古
来
朝
鮮
と
通
交
の
為
、
所
謂
儒
者
に
非
れ
ば
解
し
難
き
往
復
文
書
を
要
し
、
・
…
・
・
徳
川
時
代
に
在
て
は
、
国
守
は
学
者
の
招
聘

③
 

に
比
較
的
高
禄
を
吝
ま
ず
。

④
 

ま
た
『
新
対
馬
島
誌
』
に
よ
る
と
、
対
馬
藩
で
は
寛
永
の
ほ
じ
め
よ
り
『
宗
氏
家
譜
』
の
編
修
を
行
な
っ
た
が
、
延
宝
年
間
に
至
っ
て
も

完
成
し
な
か
っ
た
。
藩
主
義
真
は
天
和
元
年
、
朝
一
―
―
に
そ
の
編
纂
を
命
じ
た
と
い
う
。
朝
一
＿
一
は
「
藩
儒
」
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
っ

江
戸
で
仕
官
し
た
当
初
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
延
宝
八
年
三
月
、
藩
主
義
真
の
帰
国
に
同
行
し
て
、
朝
一
＿
一
は
対
馬
へ
下
向
し
た
。

宗
家
文
庫
所
蔵
『
御
下
向
海
陸
毎
日
記
』
の
延
宝
八
年
一
＿
一
月
二
十
二
日
の
条
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

日
野
大
納
言
様
江
申
ノ
上
刻
御
振
廻
御
出
被
遊
ル
、
被
召
連
人
数
平
田
隼
人
、
樋
口
孫
左
衛
門
、
多
田
与
左
衛
門
、
平
田
直
右
衛
門
、

上
川
玄
昌
、
川
野
松
波
、
志
賀
甚
五
左
衛
門
、
小
山
朝
一
―
-
、
嘉
長
也
、

藩
主
義
真
の
母
・
養
玉
院
ほ
日
野
大
納
言
家
の
出
身
で
あ
る
。
参
勤
の
た
め
江
戸
往
来
の
途
次
、
義
真
は
京
都
の
母
の
実
家
に
挨
拶
に
寄

こ。f
 

一
、
六
人
扶
持

一
、
銀
壱
貫
目
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る
の
を
恒
例
と
し
て
い
た
。
平
田
隼
人
な
ど
家
老
、
御
用
人
な
ど
と
と
も
に
朝
三
も
日
野
邸
に
お
も
む
い
た
の
で
あ
る
。
同
行
の
上
川
玄
昌

ほ
早
く
江
戸
で
仕
え
た
奥
医
師
で
、
玄
昌
は
そ
の
後
対
馬
に
永
住
し
、
子
孫
も
代
々
藩
医
と
し
て
仕
え
た
。
小
山
朝
一
子
は
お
そ
ら
く
江
戸
か

ら
同
行
し
て
い
た
も
の
と
思
う
。

こ
の
神
事
能
は
無
聯
を
慰
め
る
な
に
よ
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
毎
日

一
行
は
四
月
十
四
日
、
無
事
対
馬
に
着
い
た
。
そ
し
て
四
月
二
十
八
日
、
藩
邸
で
「
初
而
御
目
見
」
と
な
る
が
、
先
掲
の
人
事
記
録
の
記

事
は
実
は
国
元
の
「
表
書
札
方
毎
日
記
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
表
書
札
方
毎
日
記
」
は
藩
政
日
記
の
中
心
を
な
す
も
の
で
、
江

戸
時
代
初
期
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
ま
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
現
存
し
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
「
表
書
札
方
毎
日
記
」
を
中
心
に
朝
一
＿
一
の
事

蹟
を
た
ど
ろ
う
（
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
「
毎
日
記
」
は
表
書
札
方
毎
日
記
の
こ
と
）
。

延
宝
八
年
八
月
六
日
、
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
祇
園
会
神
事
能
が
藩
邸
で
催
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
日
朝
外
交
の
書
契
を
監
察
す
る
以
酎

庵
の
輪
番
和
尚
（
京
五
山
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
る
）
が
主
賓
と
し
て
招
か
れ
る
。
輪
番
和
尚
の
中
に
は
す
で
に
五
山
住
持
職
の
経
歴
を

も
つ
も
の
も
あ
り
、
そ
の
地
位
は
非
常
に
高
か
っ
た
。
対
馬
藩
で
も
そ
の
処
遇
に
大
き
な
配
慮
を
払
っ
て
い
る
。
当
時
の
以
酌
庵
和
尚
は
東

福
寺
塔
頭
本
成
寺
の
南
宗
祖
辰
で
、
延
宝
元

i-―
一
年
に
つ
ぐ
二
度
目
の
輪
番
を
つ
と
め
て
い
た
（
す
で
に
東
福
寺
第
二
百
四
十
二
世
住
持
を

へ
て
い
る
）
。
は
る
ば
る
京
都
か
ら
下
向
す
る
輪
番
和
尚
に
と
つ
て
、

記
に
は以

酎
和
尚
井
西
山
寺
長
寿
院
勲
首
座
被
参
、
松
波
、
朝
一
＿
一
御
挨
拶
申
上
ル

と
あ
り
、
朝
三
が
南
宗
祖
辰
に
会
っ
て
い
る
。
朝
一
二
は
奥
医
師
格
で
は
あ
る
が
、

い
ま
は
別
格
の
「
藩
儒
」
と
し
て
以
酎
庵
和
尚
に
会
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
た
び
た
び
藩
主
と
以
酎
庵
を
訪
問
し
た
り
し
て
い
る
が
、
朝
一
＿
一
の
藩
内
で
の
地
位
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

以
酎
和
尚
と
同
席
の
西
山
寺
・
長
寿
院
と
は
、
対
馬
の
臨
済
寺
院
で
、
以
酎
庵
の
賄
役
、
書
契
の
清
書
役
な
ど
を
つ
と
め
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
う
い
う
場
合
、
必
ら
ず
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

八
月
の
末
に
藩
か
ら
屋
敷
も
与
え
ら
れ
た
。
藩
儒
と
し
て
の
生
活
に
少
し
慣
れ
た
の
か
、
閏
八
月
十
一
日
、
朝
一
―
―
は
長
髪
を
願
い
出
た
。

四
季
共
二
不
刺
様
二
与
之
御
事

- 7 -



九
月
に
な
り
重
陽
の
祝
事
と
て
、
藩
主
が
以
酎
和
尚
を
藩
邸
に
招
い
て
御
馳
走
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
田
隼
人
、
樋
口
孫
左
衛
門
ら
家

老
、
西
山
寺
と
と
も
に
朝
三
も
相
伴
を
し
て
い
る
。
席
上
、
以
酎
庵
和
尚
か
ら
朝
一
ー
一
の
出
身
地
・
堺
に
関
す
る
話
も
で
た
か
と
思
わ
れ
る
。

堺
に
は
東
福
寺
の
末
寺
、
海
会
寺
や
大
安
寺
が
あ
る
。
海
会
寺
は
南
宗
祖
辰
の
法
祖
・
乾
峯
士
曇
、
大
安
寺
は
法
兄
・
徳
秀
士
蔭
が
開
山
と

な
っ
た
寺
で
、
い
ず
れ
も
中
世
い
ら
い
の
由
緒
あ
る
寺
院
で
あ
る
。
い
ま
大
安
寺
に
は
南
宗
の
筆
に
な
る
山
号
「
布
金
山
」
の
扁
額
も
あ

り
、
南
宗
と
堺
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。

十
一
月
に
な
っ
て
、
綱
吉
の
将
軍
宣
下
御
祝
の
た
め
、
藩
邸
で
能
が
催
さ
れ
た
。

以
酎
庵
井
年
寄
中
諸
役
之
面
々
、
其
外
二
百
石
以
上
、
其
外
家
中
不
残
見
物

と
あ
る
。
む
ろ
ん
朝
一
＿
一
も
で
て
い
た
が
、
な
お
そ
の
朝
、
以
酎
庵
へ
「
口
切
の
茶
」
進
上
の
お
茶
事
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
朝
三
は
相
伴
を
し

て
い
る
。
こ
の
お
茶
は
対
馬
藩
が
宇
治
か
ら
と
り
よ
せ
る
も
の
で
、
毎
年
十
一
月
初
め
ご
ろ
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
宇
治
茶
師
の
峯
順
竹
庵
、

松
久
道
恵
ら
は
、
と
き
に
藩
か
ら
真
鶴
な
ど
を
贈
ら
れ
る
よ
う
な
間
柄
で
あ
っ
た
。
朝
三
も
久
し
ぶ
り
に
故
郷
近
く
の
宇
治
の
茶
に
、
心
暖

ま
る
時
間
を
過
し
た
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
。

年
が
改
ま
り
延
宝
九
年
二
月
、
朝
鮮
か
ら
訳
官
一
行
が
来
島
し
た
。
こ
の
訳
官
は
、
帰
国
し
た
藩
主
へ
の
挨
拶
、
家
綱
の
死
へ
の
吊
意
、

綱
吉
の
将
軍
就
任
へ
の
祝
詞
を
兼
ね
た
使
節
で
、
江
戸
ま
で
至
る
信
使
と
ち
が
っ
て
対
馬
止
ま
り
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
こ
う
い
う
訳
官
の

来
島
は
五
十
回
を
越
え
た
。
綱
吉
の
将
軍
就
任
で
朝
鮮
信
使
の
来
日
も
決
ま
っ
た
。
い
ず
れ
藩
儒
と
し
て
信
使
の
応
接
を
担
当
す
る
朝
三

が
、
訳
官
応
接
の
席
に
で
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
記
録
が
の
こ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
訳
官
来
島
時
に
珍
ら
し
い
記
事
が
あ
る
。

（
朝
鮮
人
）

訳
官
宿
之
門
外
之
番
所
江
田
舎
足
軽
四
人
相
詰
候
処
、
唐
人
人
参
を
右
之
番
所
江
投
込
申
候

と
い
う
も
の
で
、
人
参
密
売
買
事
件
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
語
を
少
し
解
す
る
足
軽
の
一
人
が
疑
わ
れ
詮
儀
が
あ
っ
た
が
、
い
か
に
も
国
境
の
島

ら
し
い
事
件
で
あ
る
。
朝
一
―
ー
が
こ
の
事
件
を
耳
に
し
て
い
た
ら
、
対
馬
に
い
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六
月
に
な
り
以
酌
庵
に
交
代
の
和
尚
、
相
国
寺
光
源
院
汝
舟
妙
恕
が
到
着
し
た
。
南
宗
祖
辰
は
二
年
の
勤
番
を
終
え
て
京
へ
帰
っ
た
。

と
し
て
、
許
可
が
で
て
い
る
。
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六
月
末
、
年
例
送
使
の
朝
鮮
へ
持
参
し
た
書
簡
に
不
備
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
使
者
が
釜
山
か
ら
帰
っ
て
き
た
。
早
速
、
小
山
朝
一
―
―
に
相
談

が
あ
り
、
以
酎
庵
へ
書
簡
を
持
参
、
書
き
改
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
小
山
朝
一
―
―
に
は
文
章
上
の
こ
と
で
相
談
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
以
酎
庵
で
は
翌
日
清
書
を
す
ま
せ
、
和
尚
自
身
が
藩
邸
ま
で
持
参
し
て
き
た
。
か
ね
て
準
備
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
書
院
で
藩
主
の
接
待

が
あ
り
、
朝
三
が
相
伴
し
て
い
る
。

七
月
に
な
っ
て
、
ま
た
屋
敷
替
え
が
あ
っ
た
。
朝
一
―
―
は
「
相
撲
之
者
」
が
居
住
し
た
屋
敷
へ
か
わ
っ
た
。
信
使
来
日
が
近
く
な
り
、
藩
で

は
前
回
（
明
暦
元
年
）
の
信
使
記
録
を
蔵
出
し
し
て
、
閲
覧
す
る
な
ど
用
意
を
は
じ
め
て
い
る
。
毎
日
記
に
も
関
係
の
記
事
が
多
く
な
り
、

諸
事
役
目
の
書
付
も
係
へ
渡
さ
れ
た
。

十
月
に
な
り
訳
官
が
来
島
し
た
。
信
使
一
行
の
細
目
打
ち
あ
わ
せ
の
た
め
の
講
定
訳
官
で
あ
る
。
そ
の
接
待
が
あ
っ
た
が
、
以
酎
庵
和
尚

は
気
分
す
ぐ
れ
ず
欠
席
し
た
。
和
尚
は
か
な
り
様
鉢
が
わ
る
か
っ
た
ら
し
い
。
十
月
十
二
日
、
藩
主
の
使
い
と
し
て
家
老
田
嶋
左
近
右
衛
門

が
以
酎
庵
を
見
舞
っ
た
。
翌
十
一
＿
一
日
の
毎
日
記
に
は

上
方
江
御
登
被
成
敏
と
御
養
生
被
成
可
然
思
召
候
段
申
入
候
処
二
、
御
返
事
二
被
仰
候
者
御
懇
添
存
候
、
併
妥
元
二
而
之
養
生
無
残
所
、

其
上
珍
敷
薬
種
御
薬
等
致
拝
領
心
儘
養
生
仕
候
条
、
罷
登
り
候
儀
何
ケ
度
も
御
断
申
上
度
と
之
儀
二
御
座
候
、
殊
只
今
少
快
御
座
候
条
、

養
生
仕
可
相
勤
与
之
御
事
二
御
座
候

と
あ
っ
て
、
田
嶋
左
近
右
衛
門
は

色
々
申
入
候
得
共
、
曾
而
御
承
引
無
御
座
候

と
報
告
し
た
の
で
あ
っ
た
。
汝
舟
妙
恕
と
し
て
は
信
使
の
来
日
を
ひ
か
え
、
不
時
の
交
代
は
な
る
べ
く
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し

交
代
が
決
っ
て
も
、
そ
の
到
着
に
は
か
な
り
の
日
時
を
要
す
る
。
汝
舟
の
苦
衷
も
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
病
状
は
回
復
し
な
か
っ
た
。
十

九
日
な
り
、
藩
へ
以
酎
庵
か
ら
使
い
が
き
て
、

此
分
―
—
而
者
俄
二
快
気
難
成
候
間
、
年
内
者
余
日
無
御
座
候
、
明
春
迄
相
替
之
儀
無
御
座
者
、
春
二
成
上
方
江
登
り
候
而
養
性
被
加
度

候
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以
酎
庵
和
尚
の
忌
が
あ
け
、
十
二
月
三
日
、
下
屋
敷
で
奥
医
師
ら
に
お
茶
、
料
理
の
振
舞
が
あ
っ
た
。
朝
―
―
―
も
招
か
れ
た
。

⑤
 

と
こ
ろ
で
『
新
対
馬
島
誌
』
に
よ
る
と
天
和
元
年
、
こ
の
年
に
朝
三
に
命
じ
ら
れ
た
『
宗
氏
家
譜
』
は
、
ま
た
完
成
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。

鈴
木
棠
三
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
に
再
一
―
-
（
『
宗
氏
家
譜
』
編
纂
が
）
不
成
功
に
終
っ
た
理
由
と
し
て
想
像
さ
れ
る
の
は
、

と
い
う
方
針
が
一
決
し
な
か
っ
た
故
で
は
な
い
か
。

⑥
 

と
の
ぺ
て
お
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
「
毎
日
記
」
に
は
、
こ
の
間
の
経
緯
に
関
す
る
記
事
が
ま
っ
た
く
な
い
。
朝
三
が
ど
の
程
度
ま
で
家
譜

編
纂
を
進
め
て
い
た
の
か
、
ま
っ
た
＜
徴
す
べ
き
史
料
な
く
不
明
だ
が
、
不
完
成
の
理
由
は
宗
家
の
出
自
云
々
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。

前
年
延
宝
八
年
五
月
八
日
、
し
た
が
っ
て
朝
三
が
来
島
し
て
ま
も
な
く
将
軍
家
綱
が
死
ん
だ
。
当
然
、
新
将
軍
就
任
で
信
使
来
日
が
予
想

さ
れ
る
。
事
実
、
天
和
元
年
は
藩
で
も
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
た
。
『
家
譜
』
不
成
稿
の
理
由
の
一
半
は
、
不
時
の
信
使
来
日
に
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

．．
 
）。t
 

宗
家
の
出
自
を
ど
こ
に
求
め
る
か

と
口
上
を
の
ぺ
た
。
藩
主
は
す
ぐ
以
酎
庵
へ
お
も
む
き
「
対
馬
守
と
し
て
老
中
及
び
金
地
院
（
南
禅
寺
）
へ
交
代
願
い
を
申
し
出
る
」
旨
、

な
お
、
藩
主
は
病
状
重
し
と
み
て
、
急
ぎ
長
崎
か
ら
医
師
を
招
く
よ
う
係
に
手
配
を
さ
せ
、
十
一
月
初
め
牟
田
口
友
庵
が
来
島
し
た
。
そ

の
接
待
に
小
山
朝
三
は
奥
医
師
上
川
玄
昌
ら
と
相
伴
し
て
い
る
。
以
酎
庵
和
尚
の
病
気
に
、
上
方
出
身
の
朝
三
は
心
痛
む
想
い
で
あ
っ
た
ろ

う
。
藩
で
ほ
臨
時
に
人
参
一
斤
を
届
け
、
な
お
町
医
師
に
も
命
じ
て
以
酎
庵
へ
詰
め
さ
せ
た
。

し
か
し
、
十
一
月
二
十
六
日
の
毎
日
記
は

以
酎
庵
恕
長
老
巳
ノ
刻
御
遷
化
被
成
候

と
記
す
。
着
任
五
か
月
で
汝
舟
妙
恕
ほ
任
地
に
逝
っ
た
。
藩
で
は
城
下
の
謡
、
乱
舞
を
一
ー
一
日
間
禁
止
し
て
哀
悼
の
意
を
表
し
、
法
事
を
営
ん

こ
の
間
、
朝
三
は
再
び
屋
敷
替
え
と
な
り
、
大
浦
太
郎
兵
衛
屋
敷
へ
移
っ
た
。
信
使
来
日
を
む
か
え
、

の
べ
て
い
る
。

よ
い
条
件
の
屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
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年
が
改
ま
り
天
和
二
年
、
信
使
来
聘
の
年
と
な
っ
た
。
「
毎
日
記
」
一
月
二
十
九
日
条
に

（
壱
岐
）

小
山
朝
三
、
壱
州
江
湯
治
之
儀
願
之
通
御
暇
被
成
下
候
、
再
御
銀
十
枚
被
成
下
候
事

と
あ
る
。
壱
岐
は
湯
本
に
温
泉
が
あ
り
、
対
馬
か
ら
湯
治
に
よ
く
出
か
け
た
所
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
朝
三
が
湯
治
を
申
し
で
た
の
か
わ
か
ら

な
い
が
、
あ
る
い
は
少
し
息
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
録
は
な
い
が
、
朝
三
ほ
蒲
柳
の
質
だ
っ
た
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。

三
月
に
な
り
、
以
酎
庵
へ
相
国
寺
慈
照
院
太
虚
顕
霊
和
尚
が
赴
任
し
て
き
た
。
信
使
来
日
の
折
と
て
、
以
酎
庵
と
の
諸
事
打
ち
あ
わ
せ
に

藩
か
ら
小
山
朝
一
ー
一
が
で
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
（
天
和
二
年
ニ
・
―
―
-
•
四
月
）
の
毎
日
記
は
欠
け
て
い
て
詳
細
が
わ
か
ら
な

つ
づ
い
て
五
月
に
以
酎
庵
加
番
和
尚
の
天
龍
寺
妙
智
院
蘭
室
玄
森
が
到
着
し
た
。
信
使
来
日
の
と
き
は
、
以
酎
庵
和
尚
も
一
人
増
員
と
な

り
、
江
戸
往
復
を
と
も
に
す
る
。
五
月
十
日
、
本
番
・
加
番
両
和
尚
を
藩
邸
へ
招
き
接
待
が
あ
っ
た
。
相
伴
に
小
山
朝
三
も
招
か
れ
た
。

記
録
は
な
い
が
、
朝
三
と
蘭
室
玄
森
と
の
交
流
の
中
で
、
お
そ
ら
く
話
題
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
が
い
る
。
蘭
室
の
弟
子
・
中
山
玄

中
で
、
の
ち
二
回
以
酎
庵
輪
番
と
な
り
、
天
龍
寺
第
二
百
九
世
住
持
に
も
な
っ
た
（
あ
る
い
は
こ
の
時
蘭
室
に
同
行
し
て
来
島
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
）
。
な
か
な
か
の
学
僧
で
あ
っ
た
。
中
山
は
堺
の
豪
商
平
野
屋
の
出
身
で
、
先
出
の
堺
大
安
寺
に
も
関
係
深
く
、
朝
一
ー
ー
は
先

の
南
宗
祖
辰
の
と
き
に
も
ま
し
て
、
故
郷
堺
に
ふ
れ
る
話
題
に
心
を
な
ご
ま
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。

六
月
＝
一
日
、
信
使
一
行
が
釜
山
を
出
発
し
た
と
の
報
告
が
入
っ
た
。
折
し
も
蘭
室
が
病
気
と
な
り
、
九
日
に
は

森
長
老
気
色
験
気
無
之
日
増
二
悪
舗
候
二
付
、
只
今
之
気
色
―
—
而
ハ
暑
気
之
時
分
道
中
之
勤
無
心
元
存
候

と
伝
え
ら
れ
た
。
藩
で
は
以
酎
庵
と
相
談
の
う
え
、
急
ぎ
老
中
と
金
地
院
へ
代
僧
派
遣
を
申
し
で
た
。
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
以
酎
庵
輪
番
に
、
ほ

高
年
の
僧
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
ま
だ
朝
鮮
外
交
上
の
法
式
も
整
わ
ず
、
高
位
の
見
識
豊
か
な
和
尚
を
の
ぞ
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

健
康
上
の
不
慮
の
事
故
も
多
か
っ
た
。

⑦
 

代
僧
に
は
な
ん
と
先
の
東
福
寺
南
宗
祖
辰
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
南
宗
は
信
使
一
行
を
大
坂
で
待
っ
こ
と
に
な
っ
た
。

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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六
月
十
六
日
、
年
例
嘉
定
の
祝
事
が
あ
り
、
上
士
の
面
々
が
出
席
し
た
が
、
朝
一
―
―
も
参
列
し
て
い
る
。

二
十
四
日
、
信
使
一
行
が
府
中
（
厳
原
）
に
到
着
、
朝
一
ー
ー
は
家
老
と
と
も
に
正
使
・
副
使
を
見
舞
っ
た
。
信
使
を
宿
舎
に
見
舞
う
先
例
は

な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
「
此
度
ハ
見
廻
候
而
可
然
（
「
毎
日
記
」
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
朝
一
―
―
も
長
袴
を
着
て
で
か
け
た
。
い
よ
い
よ
藩

儒
•
朝
三
が
藩
の
文
事
を
代
表
し
て
活
躍
す
る
場
が
到
来
し
た
。

R
 

朝
鮮
側
で
も
信
使
行
に
際
し
日
録
を
の
こ
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
『
辛
酉
信
使
日
記
』
に
よ
る
と
、
わ
ず
か
二
か
所
だ
が
朝
一
―
ー
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。
六
月
二
十
五
日
、
朝
三
は
家
老
、
裁
判
役
（
外
交
担
当
の
藩
士
）
ら
と
使
節
を
訪
問
し
た
。
そ
の
記
事
に
、

（
対
馬
）

僧
人
朝
三
蒻
奸
麟

と
あ
る
。
明
ら
か
に
朝
鮮
側
で
は
、
朝
一
―
一
を
文
事
担
当
の
儒
者
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
朝
三
が
「
守
中
」
と
号
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

二
十
六
日
に
は
朝
鮮
人
の
曲
馬
が
あ
り
、
朝
三
も
見
物
を
許
さ
れ
た
。
ま
た
判
事
（
通
訳
官
）
な
ど
と
の
会
席
も
あ
り
、
朝
三
も
多
忙
の

日
々
を
送
っ
て
い
た
。

⑨
 

七
月
一
日
の
『
辛
酉
信
使
日
記
』
の
記
事
に
は
、

（
藩
主
）
（
以
配
庵
）

午
後
島
主
与
霊
僧
及
常
朝
二
僧
、
来
謁
舘
所
、

「
僧
人
朝
一
―
-
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
剃
髪
し
て
い

と
あ
る
。
同
行
の
「
常
朝
」
が
そ
れ
で
、
常
は
西
山
寺
の
梅
山
玄
常
、
朝
が
朝
三
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
以
酎
庵
和
尚
と
は
別
に
藩
の
文
事
を

代
表
す
る
朝
三
が
知
ら
れ
る
。

七
月
八
日
、
藩
主
・
藩
士
•
朝
三
ら
は
、
四
百
七
十
余
名
の
使
節
一
行
と
と
も
に
対
馬
を
出
発
、
江
戸
へ
旅
だ
っ
た
。
江
戸
往
復
中
の
朝

三
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
、
信
使
滞
日
中
の
朝
一
―
一
の
事
蹟
に
つ
い
て
一
、
二
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
宗
家
文
庫
所
蔵
『
年
寄
中
預
御
書

物
長
持
入
日
記
』
と
書
か
れ
た
記
録
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

一
、
天
和
壬
戌
二
年
朝
鮮
之
信
使
来
聘
之
節
、
小
山
朝
一
＿
＿
朝
鮮
本
輿
地
勝
覧
を
相
考
仕
立
候

『
与
地
勝
覧
』
は
お
そ
ら
く
一
五
一
―

10年
改
編
さ
れ
た
朝
鮮
の
人
文
地
理
書
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
の
こ
と
で
、
対
馬
藩
に
と
っ
て
は
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う。 う〇 必
要
欠
く
ぺ
か
ら
ざ
る
書
籍
で
あ
る
。
こ
の
朝
一
＿
一
の
仕
立
て
た
与
地
勝
覧
は
、
朝
鮮
国
絵
図
な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
袋
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た

（
現
存
し
な
い
）
。
さ
す
が
対
馬
藩
に
仕
え
る
だ
け
に
、
朝
一
―
―
に
は
朝
鮮
及
び
朝
鮮
書
籍
に
関
す
る
知
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
ま
だ
こ
れ
以
外

に
朝
―
―
一
の
手
に
な
る
記
録
な
ど
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
『
堺
市
史
』
に
も
略
述
さ
れ
て
い
る
が
、
『
通
航
一
覧
』
巻
之
百
十
に
あ
る
、
朝
一
―
一
の
信
使
と
の
交
流
を
伝
え
る
記
事
を
あ
げ
ょ

天
和
二
年
壬
戌
八
月
廿
一
日

一
、
朝
鮮
国
の
三
使
名
は
、
手
趾
完
、
李
彦
網
、
朴
慶
俊
と
い
ふ
者
江
戸
に
来
朝
す
、
光
囲
公
是
を
聞
給
ひ
、
林
春
常
方
へ
仰
被
遣
候

は
、
朝
鮮
の
三
使
江
戸
滞
留
の
内
、
彼
是
御
問
被
成
度
由
、
夫
よ
り
案
内
給
は
る
へ
き
と
の
御
事
也
、
依
之
春
常
よ
り
宗
対
馬
守
義
真

の
家
来
小
山
朝
一
二
と
、
内
藤
左
京
亮
の
家
来
大
高
清
助
と
両
人
に
、
右
の
思
召
の
段
を
達
せ
ら
れ
候
に
付
、
光
囲
公
御
家
来
今
井
小
四

郎
正
興
、
中
村
新
八
顧
言
、
井
森
指
月
此
一
＿
一
人
を
被
遣
候
処
に
、
小
山
朝
三
又
対
馬
国
の
町
人
加
勢
五
右
衛
門
通
辞
と
し
て
、
右
両
人

朝
鮮
の
学
士
成
碗
と
言
者
数
度
参
会
い
た
し
、
其
外
宮
鄭
牛
俊
、
又
は
金
指
南
、
印
剣
覚
、
鄭
文
客
な
と
と
言
者
に
対
談
い
た
し
、
禽

獣
草
木
地
名
器
物
国
字
等
の
事
、
其
外
被
仰
付
候
事
共
を
相
尋
、
折
々
の
参
会
な
り
。

信
使
一
行
の
文
人
代
表
は
製
述
官
（
学
士
）
の
成
碗
で
あ
る
。
成
碗
は
九
回
の
信
使
同
行
の
学
士
の
中
で
、
三
指
に
入
る
す
ぐ
れ
た
人
物

で
あ
っ
た
。
藩
の
文
人
代
表
・
朝
一
―
―
は
成
碗
と
漢
詩
文
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
光
囲
の
質
問
を
通
辞
と
と
も
に
と
り
計
ら
っ

て
い
る
。
今
日
、
朝
一
＿
一
の
遺
文
に
接
し
え
な
い
が
、
朝
＝
＝
は
相
当
の
実
力
を
も
っ
て
い
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ

う
な
記
事
が
、
も
う
一
個
所
『
通
航
一
覧
』
巻
之
百
六
に
あ
る
。
長
文
な
の
で
割
愛
す
る
が
、
『
堺
市
史
』
か
ら
そ
の
要
旨
を
ひ
い
て
お
こ

使
節
が
光
囲
に
方
物
を
贈
っ
た
が
儀
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
あ
り
。
光
圏
こ
れ
を
詰
責
せ
し
め
た
。
事
情
の
困
難
さ
に
通
辞
は
こ
れ
を
避
け

⑩
 

た
が
、
朝
三
が
代
わ
っ
て
折
衝
に
当
た
り
、
使
節
は
無
礼
を
陳
謝
し
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
堺
市
史
』
は
「
爾
来
信
使
の
弊
風
を
改
め
得
た
の
は
、
朝
三
等
の
功
績
で
あ
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
理
を
叙
述
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し
え
た
朝
三
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
信
使
と
し
て
も
相
手
に
理
が
あ
れ
ば
、
非
を
改
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

後
年
の
藩
儒
．
雨
森
芳
洲
の
例
か
ら
み
て
、
朝
一
ー
一
の
苦
労
は
な
み
大
抵
で
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
同
行
の
以
酎
和
尚
に
も
ふ
れ

る
べ
き
だ
が
、
『
東
福
寺
誌
』
天
和
二
年
八
月
二
十
七
日
条
の
記
事
を
あ
げ
て
、
あ
と
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。

朝
鮮
来
聘
正
使
手
趾
完
、
副
使
李
彦
綱
等
江
府
に
着
す
。
東
福
寺
南
宗
祖
辰
等
之
に
接
待
す
。

朝
三
は
南
宗
祖
辰
と
一
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
っ
た
。
大
坂
か
ら
江
戸
へ
と
往
復
し
た
南
宗
祖
辰
と
朝
三
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
改
め
て
考

え
て
み
た
い
。

使
節
行
は
無
事
終
わ
っ
た
。
十
月
七
日
、
藩
主
以
下
同
行
の
藩
士
た
ち
は
信
使
と
も
ど
も
対
馬
へ
着
い
た
。
信
使
一
行
ほ
休
息
を
と
っ
た

の
ち
、
十
月
二
十
六
日
未
の
刻
、
府
中
（
厳
原
）
を
出
帆
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
対
馬
北
端
の
鰐
浦
か
ら
釜
山
へ
向
け
て
出
発
の
三
使

は
、
藩
主
に
一
書
を
よ
せ
多
大
の
好
意
を
謝
し
た
。
首
都
ソ
ウ
ル
か
ら
半
年
に
お
よ
ぶ
旅
を
つ
づ
け
る
使
節
も
大
へ
ん
だ
っ
た
が
、
そ
れ
だ

け
に
対
馬
藩
の
労
苦
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。

対
馬
藩
で
は
信
使
護
衛
の
負
担
も
大
き
か
っ
た
が
、
江
戸
で
の
儀
式
の
進
行
い
か
ん
は
、
よ
り
大
き
な
精
神
的
負
担
で
あ
っ
た
。
い
ま
そ

れ
が
無
事
終
わ
り
、
十
一
月
十
五
日
、
祝
宴
が
あ
っ
た
。
毎
日
記
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

今
度
信
使
首
尾
能
相
済
候
、
為
御
祝
夏
御
家
中
御
振
廻
、
御
能
御
興
行
見
物
被
仰
付
ル
、
馬
廻
り
（
上
士
）
大
小
姓
（
中
士
）

菜
料
理
被
成
下
ル

こ
の
席
に
は
む
ろ
ん
以
酎
庵
和
尚
も
招
か
れ
た
（
南
宗
祖
辰
は
大
坂
か
ら
帰
京
vo

以
酎
庵
御
出
井
同
宿
御
小
姓
共
二
於
御
座
御
能
見
物
、
四
番
相
済
而
御
料
理
出
ル
、
相
伴
万
松
院
、
西
山
寺
、
小
山
朝
―
―
―

と
あ
る
。
万
松
院
ほ
藩
主
・
宗
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
「
御
祝
儀
」
の
記
事
が
つ
づ
く
。

（
家
老
）

七
拾
石
御
加
増
都
合
六
百
石
樋
口
孫
左
衛
門

一汁一――
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以
下
、
八
十
一
名
の
名
が
な
ら
ぶ
。
小
山
朝
一
―
―
は
そ
の
四
十
一
番
目
、
銀
十
枚
が
与
え
ら
れ
た
。
賄
役
頭
と
同
額
で
あ
っ
た
。
翌
十
六
日
、

藩
主
直
々
に
馳
走
が
あ
り
、
小
山
朝
一
―
―
は
組
頭
平
田
所
左
衛
門
と
同
席
で
二
汁
七
菜
の
料
理
を
振
舞
わ
れ
た
。
信
使
行
で
の
朝
三
の
功
績
が

認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

年
が
改
ま
り
天
和
三
年
と
な
っ
た
。
朝
一
＝
も
一
＿
一
度
目
の
対
馬
の
正
月
を
迎
え
た
。
藩
主
の
お
狩
初
め
の
行
事
が
あ
り
、
家
中
の
も
の
一
―
-
+

三
人
に
獲
物
の
鹿
が
贈
ら
れ
た
。
小
山
朝
三
は
そ
の
二
十
一
番
目
、
鹿
足
二
本
を
贈
ら
れ
た
。

藩
儒
と
し
て
地
位
を
得
た
朝
三
だ
っ
た
が
、
正
月
二
十
七
日
「
毎
日
記
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

小
山
朝
三
、
江
戸
江
御
暇
願
之
夏

右
之
趣
申
上
候
処
、
弥
申
付
候
様
二
与
加
納
幸
之
助
を
以
被
仰
出
、
則
組
頭
田
島
十
郎
兵
衛
を
以
申
渡

何
分
こ
れ
だ
け
で
は
事
情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
朝
一
―
―
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
朝
鮮
信
使
応
接
の
大
役
を
無
事
終
え
た
。
と
同
時
に

改
め
て
江
戸
で
の
学
問
を
志
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
藩
主
も
ま
た
、
い
っ
そ
う
の
学
問
成
就
を
期
待
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
せ

っ
か
く
『
宗
家
家
譜
』
の
編
纂
と
い
う
偉
大
な
業
績
を
前
に
し
な
が
ら
、
業
半
ば
で
対
馬
を
去
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ
る
。
船
便
を

ま
ち
、
二
月
初
め
朝
一
二
は
対
馬
を
た
っ
た
。
毎
日
記
、
二
月
二
日
条
に

小
山
朝
一
二
江
戸
表
江
罷
登
候
付
、
樋
口
佐
左
衛
門
井
京
大
坂
江
之
書
状
相
渡
ス

と
あ
る
。
そ
の
道
中
に
つ
い
て
は
記
録
な
く
、
江
戸
着
の
日
時
も
わ
か
ら
な
い
。
途
次
、
堺
へ
た
ち
よ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
対
馬
藩

で
は
江
戸
藩
邸
日
記
の
控
を
国
元
へ
送
っ
て
い
た
が
、
宗
家
文
庫
に
は
天
和
三
年
分
の
「
江
戸
毎
日
記
」
が
欠
本
で
、
詳
細
が
わ
か
ら
な

い
。
江
戸
着
後
、
藩
儒
と
し
て
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

翌
貞
享
元
年
五
月
四
日
、
江
戸
表
書
札
方
毎
日
記
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

（

光

団

）

（

水

戸

藩

儒

）

水
戸
宰
相
様
螺
馬
牝
牡
二
疋
御
所
望
被
成
度
之
由
、
小
山
朝
三
方
迄
中
村
新
八
与
申
人
を
以
仰
遣
候
由
、
朝
一
＿
一
方
5
申
来
候
付
而
遂
披

露
候
処
、
水
戸
様
御
用
御
座
候
間
、
朝
鮮
二
誂
被
遣
御
披
露
可
被
遂
候
、
乍
去
一
疋
さ
へ
出
来
兼
申
候
つ
か
い
候
て
二
疋
＾
調
兼
可
申

候
、
牝
斗
成
共
肝
煎
才
覚
候
而
早
々
差
渡
候
様
可
被
仰
遣
候
、
国
定
可
相
調
段
不
相
知
候
段
、
兼
而
新
八
殿
迄
被
申
遣
置
候
様
―
ー
と
朝
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『
全
堺
詳
誌
』
を
著
わ
し
た
高
志
羞
浩
は
堺
の
名
家
の
出
身
で
あ
る
。
養
浩
の
兄
芝
巌
は
堺
の
惣
年
寄
を
勤
め
る
こ
と
一
＿
一
十
年
、
町
民
か

ら
大
き
な
人
望
を
得
て
い
た
と
い
う
。
『
全
堺
詳
誌
』
は
か
つ
て
芝
巌
が
編
述
し
て
お
い
た
地
誌
一
冊
を
、
養
浩
が
補
完
し
て
本
と
し
た
も

の
で
、
兄
弟
と
も
学
者
で
あ
っ
た
。
『
全
堺
詳
誌
』
の
初
め
に
「
（
朝
一
＿
一
は
）
予
が
為
に
も
芋
股
の
親
族
也
」
と
あ
る
が
、
い
ま
こ
の
名
家
と

ど
の
よ
う
な
系
譜
上
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
『
堺
市
史
』
は
「
（
朝
一
二
が
）
堺
九
間
町
に
住
し
た
」
と
伝
え
る
が
、

に
は
、
九
間
町
に
「
小
山
屋
惣
左
衛
門
（
間
口
五
間
X

奥
行
六
間
）
」
の
名
が
み
え
る
が
、

か
ら
ず
、
朝
鮮
使
節
の
応
接
に
当
た
っ
た
文
人
の
、
出
身
地
・
堺
に
徴
す
べ
き
史
料
の
な
い
の
は
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ
る
。

四

こ
れ
を
た
ど
る
史
料
も
な
い
。

朝
一
ー
一
の
縁
者
で
あ
ろ
う
か
。

―
―
一
方
へ
返
事
申
遣
、
則
今
日
白
木
杢
兵
衛
便
御
国
へ
申
遣
ス
也

対
馬
藩
へ
将
軍
家
は
じ
め
諸
大
名
な
ど
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
産
生
類
の
注
文
が
多
か
っ
た
。

螺
馬
の
注
文
は
珍
ら
し
い
。
そ
の
ほ
か
釜
山
窯
（
対
馬
藩
の
御
用
窯
）
へ
の
焼
物
の
注
文
が
知
ら
れ
る
。

中
村
新
八
（
顧
言
）
と
は
、
と
も
に
何
度
か
朝
鮮
信
使
に
接
し
た
間
柄
で
、
中
村
新
八
が
朝
一
―
―
に
相
談
を
も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
注
文
に
は
対
馬
の
国
元
で
も
困
っ
た
ら
し
い
が
、
注
文
通
り
十
二
月
に
江
戸
へ
送
り
届
け
ら
れ
た
。

五
月
十
八
日
の
毎
日
記
の
記
事
は
管
見
す
る
限
り
、
小
山
朝
三
に
関
す
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
。

小
山
朝
一
―
-
5
人
参
壱
斤
買
度
之
由
小
田
孫
六
方
申
越
候
由
年
寄
中
へ
申
聞
ル
、
朝
一
＿
一
事
病
気
罷
二
有
入
用
可
有
候
段
遂
披
露
候
処
二
、

人
参
十
匁
拝
領
被
仰
付
之
旨
被
仰
出
候
故
、
朝
一
ー
一
方
へ
持
せ
遣
之

こ
れ
以
上
に
詳
し
い
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。
朝
鮮
人
参
を
求
め
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
か
な
り
病
状
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
全
堺
詳

（
元
年
）

誌
』
に
は
「
貞
享
甲
子
病
て
卒
す
」
と
あ
る
。
『
全
堺
詳
誌
』
が
何
に
よ
っ
て
没
年
を
記
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
管
見
の
限
り
対
馬
藩

の
諸
記
録
の
中
に
朝
一
ー
一
の
死
を
伝
え
る
記
事
は
な
い
。
そ
の
忌
日
お
よ
び
死
没
の
場
所
は
、
い
ま
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

元
禄
二
年
の
『
堺
大
絵
図
』

そ
の
菩
提
寺
も
わ

一
番
は
何
と
い
っ
て
も
鷹
で
あ
る
が
、
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註①
同
書
第
三
巻
六
五
六
頁
。

②
同
書
一
五
七
頁
。

③
同
書
一
六
三
頁
。

④
同
書
一
二
四
五
頁
。

⑤
前
注
に
同
じ
。

⑩⑨ ⑧  ⑦ ⑥ 

朝
鮮
使
節
と
の
交
流
と
い
え
ば
、
漢
詩
文
の
応
酬
が
あ
る
。
江
戸
時
代
も
中
期
を
す
ぎ
る
と
、
こ
の
応
酬
詩
の
出
版
も
盛
ん
と
な
る
が
、

朝
三
の
時
代
に
は
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
応
酬
の
詩
文
が
ど
こ
か
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
国
交
回
復
後
半
世
紀
も
す
ぎ
る
と
、
日
朝
間
も
安
定
し
た
時
期
に
は
い
り
、
信
使
の
来
日
に
も
文
化
交
流
の
意
味
あ
い
が
濃
く

な
っ
て
き
た
。
朝
鮮
側
で
も
す
ぐ
れ
た
学
士
を
送
る
よ
う
に
な
り
、
対
馬
側
で
も
そ
れ
に
対
応
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
。
こ
れ
が
外
部
か

ら
儒
学
者
招
聘
と
な
り
、
当
初
の
目
的
は
家
譜
編
纂
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
結
果
的
に
は
小
山
朝
三
が
そ
の
最
初
と
な
っ
た
。
お
そ
ら

く
朝
三
の
評
価
は
低
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
ほ
対
馬
藩
で
は
、
こ
の
あ
と
貞
享
一
ー
一
年
大
坂
か
ら
塩
川
伊
右
衛
門
、
元
禄

二
年
雨
森
東
五
郎
芳
洲
を
招
く
。
そ
し
て
こ
の
招
聘
は
い
ず
れ
も
成
功
で
、
対
馬
の
文
運
大
い
に
栄
え
た
。
い
わ
ば
朝
三
が
塩
川
伊
右
衛

門
・
雨
森
芳
洲
を
ひ
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
功
績
は
大
き
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

最
後
に
『
全
堺
詳
誌
』
の
後
半
、
小
山
朝
一
子
を
惜
し
む
文
章
を
か
か
げ
て
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。

鳴
呼
此
人
禄
仕
あ
る
事
、
自
分
に
於
て
は
幸
と
云
べ
け
れ
ど
も
願
は
く
は
父
母
の
国
を
去
る
事
な
く
、
京
郷
の
子
弟
を
教
導
し
風
俗
の

浦
演
を
挽
回
し
門
下
の
英
オ
を
跡
に
遺
し
め
然
し
て
後
去
て
仕
官
あ
ら
れ
な
ば
十
全
た
る
ぺ
し
。
然
れ
ど
も
何
を
云
ん
に
も
当
津
な
ど

ほ
儒
学
の
事
一
向
に
民
間
に
其
沙
汰
を
問
事
な
く
、
た
ま
た
ま
僧
侶
の
法
談
に
仁
義
の
名
目
、
五
倫
の
面
影
を
片
言
ま
じ
り
に
演
説

（段）

し
、
終
に
は
仏
道
へ
引
堕
す
の
手
談
と
す
る
故
に
、
儒
仏
混
雑
し
て
諸
人
其
差
別
さ
へ
知
ざ
れ
ば
朝
一
二
如
き
を
留
置
て
宝
と
す
る
事
を

顧
ず
。
左
伝
に
日
＜
雖
楚
有
材
、
晋
実
用
之
と
は
此
等
の
事
な
る
べ
し
。

鈴
木
棠
三
編
『
細
頭
十
九
公
実
録
・
宗
氏
家
譜
』
解
題
。

こ
の
時
か
ら
加
番
和
尚
は
信
使
一
行
を
大
坂
で
迎
え
、
江
戸
往
復
を

と
も
に
し
、
大
坂
で
別
れ
京
へ
帰
る
よ
う
に
な
っ
た
。

釜
山
甲
寅
会
編
『
日
鮮
通
交
史
』
三
八
0
頁。

前
注
同
書
三
八
二
頁
。

同
書
第
七
巻
三
一
七
頁
。
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